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チーフコーディネーター

幼稚園・保育所、認定こども園等
高等学校、小・中学校特別支援学級

対象

相談内容 ・特別支援体制の充実
・指導・支援の在り方
・研修に関する相談
※その他、センター的機能の一環として、
教材・教具の紹介等、情報の提供を行う。



エリアコーディネーター

小・中学校通常の学級、通級指導教室対象

相談内容 ・校内支援体制の充実
・指導・支援の在り方
・研修に関する相談
※児童生徒本人や保護者に対して直接支援
や助言は行わない。
※心理検査はエリアコーディネーターが必要
と判断した場合に実施する。



エリアメンター

同校種の小・中学校通常の学級
通級指導教室

対象

相談内容 ・指導・支援の在り方
・研修に関する相談
※直接支援、心理検査についてはエリア
コーディネーターと同様。



チーフコーディネーターを要請するための手続き

派遣を要請する児童生徒の在学校の特別支援教育コーディネーターは、
チーフコーディネーターに派遣の要請を電話で相談する。

派遣が決定したら、在学校校長は、「要請相談依頼書」と「教育相談票（学校）」と
「授業観察用（観察用）」を支援学校校長に提出する。

派遣を要請する児童生徒の在学校へ派遣

３学期に教育相談した児童生徒の、その後の経過等の聞き取り及び
次年度への引継の相談を希望に応じて行う。







都城きりしま支援学校の

ホームページに様式があります。
参考にされてください。



エリアコーディネーター・メンター派遣の手続き

派遣を要請する児童生徒の在学校校長は、派遣を予定する期日の3週間前までに、
エリア拠点校の校長に「事前連絡書（FAX）」を提出する。

拠点校の校長が市町村教育委員会と協議した上で、
派遣の可否を決定し、在学校校長に連絡する。

派遣が決定したら、在学校校長は「派遣依頼書（様式２）」を、
市町村教育委員会（１部）と拠点校校長（１部）に提出する。

派遣

派遣後３週間をめどに、在学校校長は「派遣報告書（様式３）」を
拠点校（１部）と市町村教育委員会（３部）に提出する。
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実施要綱・要項 様式
に掲載されてます。


